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政策体系

各階層の定義
評価の対象

＜研究開発戦略＞
●研究開発の実施・推進
する基本方針等

＜研究開発制度＞
●競争的研究資金（課題
公募型）
●重点的研究資金（課題
指定型）
●重点的研究資金（独立
行政法人委託型）
●助成金
●その他の研究開発支援
（施設整備等）

＜研究開発課題＞
●各研究開発制度（競争的研究
資金制度、重点的研究資金制度
（課題指定型）、重点的研究資金
制度（独立行政法人委託型）、助
成金制度）により実施される個々
の研究開発課題

＜課題のまとまり＞
●複数の研究開発課
題を運営する施策や競
争的資金制度等、研究
開発に係る政策上の特
定の目的や目標の実
現を目指して、推進方
針や戦略・計画・実施
手段等の体系が整備さ
れ、それに応じて推進
されるもの

＜研究開発制度＞
●研究開発課題を運営
する制度

＜研究開発課題＞
●競争的資金による研究
開発課題
●重点的資金による研究
開発課題
●基盤的資金による研究
開発課題

＜研究開発施策＞
●厚生労働科学研究費補助金によ
る研究事業
●独立行政法人医薬基盤研究所が
実施する基礎研究推進事業
●独立行政法人医薬基盤研究所が
実施する医薬品、医療機器等の研
究開発に対する委託事業
●特定疾患治療研究費及び小児慢
性特定疾患治療研究費による研究
事業
●結核研究所補助金及び放射線影
響研究所補助金による研究事業

＜研究開発課題＞
●競争的資金による
研究開発課題
●重点的資金による
研究開発課題
●基盤的資金による
研究開発課題

＜農林水産研究基本計画＞
●「農林水産研究基本計画」の
「Ⅰ農林水産研究の重点目標」に
位置づけられた研究開発
●「農林水産研究基本計画」の
「Ⅱ農林水産研究の推進に関す
る施策」に位置づけられた施策

＜研究制度＞
●産学官の連携、競争的環境の整備、若手研
究者の育成や流動性の促進、研究成果の活
用促進、地域における農業研究の振興等を目
的とした各種の研究制度

＜研究課題＞
●委託プロジェクト研究課題
●競争的研究資金制度等の研究課題

評価の観点

●必要性・有効性・効率性
●国際的な水準の向上
●政策目標との整合性

●専門的、学術的観
点
●行政的な観点
●必要的、効果的な
運営の確保の観点

重層構造における
評価の効率的実施

評価の実施時期

●事前評価
施策の企画・立案にあたり
実施
●継続評価
3年から5年程度の期間を
一つの目安として、定期的
に実施
●終了評価
終了年度を定めている施
策については、その終了
後に、終了年度を定めて
いない場合は、必要に応
じて終了後に実施

●事前評価
施策の企画・立案にあたり実施
●採択評価
競争的研究資金制度の応募課題
や重点的研究資金制度の委託先
の選定の際に実施
●継続評価・中間評価
毎年度の更新に当たり、年度内評
価を実施
5年以上の研究開発機関かその定
めがないものは、3年程度を目安と
して定期的に実施
●終了評価
一定期間の終了後に実施
●追跡評価
研究開発終了後一定の期間を経
過してから実施

●事前評価
研究開発施策の開始
前に実施
●中間評価
実施期間の定めがない
場合には5年毎を目安
に実施
●事後評価
研究開発施策の終了
時に実施。必要な場合
には、施策終了前に実
施
●追跡評価
研究開発施策が終了し
た後に、一定の時間を
経過してから、研究開
発施策の特性に応じ
て、主要な施策から対
象を選定して実施

●事前評価
研究開発課題の開始前に
実施
●中間評価
研究開発課題の実施期間
が長期にわたる場合には、
3年毎を目安に実施
●事後評価
研究開発課題の終了時に
実施。研究開発が継続す
る場合は研究開発課題の
終了前の適切な時期に前
倒しで実施
●追跡評価
研究開発開発が終了した
後に、一定の時間を経過し
てから、研究開発課題の特
性に応じて、主要な課題か
ら対象を選定して実施

●事前評価
研究開発施策の決定の前に実施
●中間評価
3年から5年程度の期間を一つの目
安として、定期的に実施
●終了評価
研究開発施策の終了後に実施
●追跡評価
必要に応じて、研究開発施策の終
了年度から3年を経過した後を目処
に実施

●事前評価
研究開発課題の採択
の前に実施
●中間評価
複数年度にわたる研
究開発期間の場合で
も、毎年度、実施する
ことを基本
●終了評価
研究開発課題の終了
後に実施
●追跡評価
必要に応じて、研究開
発課題の終了年度か
ら3年を経過した後を
目処に実施

＜農林水産研究基本計画＞
毎年度、研究基本計画の進捗状
況を把握し、研究基本計画策定
後概ね5年目に総合的な検証・評
価を実施

＜研究制度＞
●プレ評価
研究制度の企画・立案を行う時期
●事前評価
研究制度の開始前
●中間評価
5年以上継続している研究制度については、
概ね5年ごと
●終了時評価
研究制度が終了する年度の前年度

＜研究課題（委託プロジェクト研究課題）＞
●プレ評価
委託プロジェクト研究課題の企画・立案を行う
時期
●事前評価
委託プロジェクト研究課題の開始前
●中間評価
5年以上の研究期間を有する場合は、原則と
して開始の翌年度、その後は2～4年ごとに実
施
●終了時評価
委託プ ジ クト研究課題が終了する年度

●既に実施された評価資料の活用

●必要性、効率性、有効性等

農林水産省における研究開発評価に関する指針
（平成23年1月27日）

各府省の研究開発評価指針における政策体系整理表

研究開発施策
｜

研究開発課題

●評価が相互に密接に関係を有する場合には、それぞれ
の評価結果を活用
●個々の個別課題等の評価結果を活用するなどして、それ
らを全体として効果的・効率的に評価

厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針
（平成22年11月11日）

●研究開発の特性に応じた評価相互の有機的な連
携・活用
●可能な限り既に行われた評価結果を活用
●収集した情報や評価結果を相互に活用

研究開発評価指針

研究開発施策
｜

研究開発課題

●評価相互の有機的な連携・活用

総務省情報通信研究評価実施指針
（平成21年10月）

●必要性、有効性、効率性
●標準化・相互接続性、知的財産に関する取り組み、急速な
技術革新への対応、社会的インパクトの大きさ

文部科学省における研究及び開発に関する評価指
針（平成21年2月17日）

研究開発施策
｜

研究開発課題

●必要性、有効性、効率性
●世界的水準

農林水産研究基本計画
｜

研究制度・研究課題
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＜課題のまとまり＞
●プロジェクト及び競争的資金制
度による研究課題である技術に
関する事業
●同一又は類似の目的を有する
技術に関する事業のまとまりで
ある技術に関する施策

＜研究開発制度＞
●経済産業省における具体的に
研究開発を行う個別の実施単位
である研究開発制度

＜研究開発課題＞
●プロジェクト
●競争的資金制度による研究課題

＜課題のまとまり＞
●特定の行政目的を実現するた
めの研究開発の方針・方策（複数
の研究開発制度や課題等が連携
する集合体を含む。省の根幹的
政策目標を示す基本的方針や戦
略的計画は含まない。）

＜研究開発制度＞
●政策目標を具体化するための
研究開発制度等（競争的資金制
度や政策目的を実現するための
研究開発に係わる制度・事業等）

＜研究開発課題＞
●競争的資金による課題
●重点的資金による課題
●基盤的資金による課題

記載なし ＜研究開発課題＞
●競争的資金による
研究開発課題
●重点的資金による
研究開発課題
●基盤的資金による
研究開発課題

＜課題のまとまり＞
●複数の研究開発項
目を取りまとめた分野
（例えば、無人機関連
技術、NBC関連技術
等）

＜研究開発制度＞
●防衛省における研
究開発に関する制度

＜研究開発課題＞
●装備品等の研究
開発に関する訓令第
2条第1号に規定する
装備品等の研究開
発

＜課題のまとまり＞
●目的・施策的位置付け、目標、
成果、目標の達成度、必要性、
有効性、効率性等

＜研究開発制度＞
●目標・計画、科学的・技術的意
義、実施体制、実用化の見通し
等

●目的・政策的位置づけ、目標、成
果、有効性、効率性

●事前評価
新規の技術に関する施策の創設
に当たって実施
●中間評価
実施が4年以上にわたる又は実
施期間の定めのない技術に関す
る施策について3年程度ごとに定
期的に実施
●モニタリング（進捗状況を把握
する作業）
毎年実施
●終了評価
技術に関する施策の終了直後に
実施
場合によっては、技術に関する
施策が終了する前の適切な時期
に実施

●事前評価
新規の研究開発制度・プロジェクトの
創設に当たって実施
●中間評価
実施期間が5年以上の研究開発制度・
プロジェクト又は実施期間の定めのな
い研究開発制度・プロジェクトについて
3年程度ごとに定期的に実施
●モニタリング（進捗状況を把握する作
業）
毎年実施
●終了評価
研究開発制度・プロジェクトの終了直
後に実施
場合によっては、研究開発制度・プロ
ジェクトが終了する前の適切な時期に
実施

政策評価との整合に配慮して実
施

●事前評価
●中間評価
研究開発期間が5年以上ま
たは、定めがない場合は、3
年程度を一つの目安として
定期的に実施
●終了時評価
研究開発課題の終了後に
実施
場合によっては、研究開発
課題が終了する前の適切
な時期に実施
●追跡評価
終了後、一定期間経過して
から実施

●事前評価
研究開発施策の開始
前に実施
●中間評価
5年毎を目安に実施
●終了評価
研究開発施策の終了
後に実施
場合によっては、研究
開発施策の終了前に
に実施
●追跡評価
研究開発施策の終了
後、一定の時間を経
過してから実施

●事前評価
研究開発の開始前に
実施
●中間評価
実施期間が3年以上
の研究開発課題につ
いては、必要に応じて
実施
●終了評価
研究開発の終了後に
実施
場合によっては、研究
開発が終了する前の
適切な時期に実施
●追跡評価
研究開発の終了後、
一定の時間を経過し
てから実施

記載なし ●事前評価
●中間評価
●事後評価
●追跡評価

国土交通省研究開発評価指針
（平成22年3月）

●既に行われた評価結果を活用●関連する複数の技術に関する施策・事業が有機的に連携をとって、体
系的に政策効果を上げているかを評価

●必要性、効率性、有効性

研究開発施策
｜

研究開発課題

経済産業省技術評価指針
(平成21年3月31日)

技術に関する施策
｜

技術に関する事業

記載なし

環境省研究開発評価指針
（平成21年8月28日）

研究開発施策
｜

研究開発課題

防衛省研究開発評価指針
(平成21年7月)

分野別・制度
｜
事業

●評価結果等の相互活用や評価方法の調整
等を行い、全体として効果的・効率的に評価
を実施
●時系列的に実施される評価については、後
の段階の評価では前の段階の評価結果を活
用する等有機的に連携して実施

●実効性、継続性、客観性、透明性●必要性、効率性、有効性
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